
　　　工事請負契約変更状況（10月分）

請負金額 予定価格 最低制限価格 請負金額 増減額 増減率 理由 回数 契約締結日

527003 水道維持課 水圧監視装置整備その２工事 36,180,000 40,124,160 33,946,560 37,376,640 1,196,640 3.3% (4)，(6) 1 H27.10.5
小山田電業
（株）

126346 道路建設課 市道上田129号線道路新設工事 33,048,000 33,982,200 29,212,920 34,423,920 1,375,920 4.2% (4) 2 H27.10.8
(株)浅沼工務
店

126339
教育委員会
総務課

盛岡市立厨川小学校校舎耐震
補強工事その３

69,336,000 73,257,480 65,427,480 73,607,400 4,271,400 6.2%
(2)，

(4），(7）
1 H27.10.9

中亀建設
（株）

127054 道路建設課 市道二子沢線道路改良工事 15,181,560 15,452,640 13,072,320 16,178,400 996,840 6.6% (4），(7) 1 H27.10.15 (株)熊坂建設

127069 道路管理課
市道稲荷町谷地頭線舗装二次
改築工事

30,240,000 34,281,360 29,059,560 30,837,240 597,240 2.0% (4) 1 H27.10.16 (株)ＮＩＰＰＯ

127075 玉山・建設課
市道野中団地６号線外舗装新
設工事

12,506,400 14,764,680 12,331,440 12,750,480 244,080 2.0% (4) 1 H27.10.19
東亜道路工
業（株）

127079 産業振興課
ユートランド姫神玄関融雪装置
工事

6,890,400 7,268,400 6,461,640 7,227,360 336,960 4.9% (7) 1 H27.10.22
（有）第一エンジ
ニヤリング工業

527065 水道建設課
仙北一丁目地内配水管移設そ
の２工事

1,836,000 1,912,680 - 1,819,800 -16,200 -0.9% (4)，(6) 1 H27.10.23
（株）丸茂建
設

527044 水道建設課 館向町地内配水管移設工事 2,808,000 2,867,400 2,433,240 3,093,120 285,120 10.2% (4)，(6) 2 H27.10.26
（有）北陵設
備工業

527011
下水道整備
課

芋田南処理分区第三工区汚水
管布設工事

23,738,400 27,767,880 23,421,960 22,885,200 -853,200 -3.6% (4)，(6) 2 H27.10.26
（有）黒澤建
設

127087 玉山・建設課
市道黒石野門前寺線舗装補修
その２工事

7,646,400 8,915,400 7,482,240 7,618,320 -28,080 -0.4% (4) 1 H27.10.28 （株）丸勝興建

127077 道路管理課
市道上太田127号線舗装新設改
良工事

5,616,000 6,419,520 5,383,800 5,779,080 163,080 2.9% (4) 1 H27.10.29 (株)熊坂建設

126298 河川課 普通河川大沢川改修工事 76,680,000 83,581,200 72,208,800 80,371,440 3,691,440 4.8% (4) 3 H27.10.29
(株)浅沼工務
店

126334 道路建設課 市道柴沢下田線歩道新設工事 60,469,200 68,322,960 58,864,320 63,573,120 3,103,920 5.1% (4) 1 H27.10.30
ＡＣサカモト
(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第３による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
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(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。


